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医
療
観
光
？　

こ
れ
に
は
歴
史
が

あ
る
。
神
戸
市
が

売
れ
残
っ
た
埋
立

地
ポ
ー
ト
ア
イ
ラ

ン
ド
Ⅱ
期
に
医
療
産
業
都
市
構

想
を
打
ち
出
し
た
11
年
前
。
市

税
を
か
け
て
医
療
関
連
企
業
を

誘
致
し
、
雇
用
を
生
み
出
す
計

画
で
あ
っ
た
。
市
民
向
け
に
は

〝
健
康
を
楽
し
め
る
街
づ
く

り
〞
観
光
の
目
玉
と
し
て
は
世

界
に
向
け
〝
医
療
観
光
に
ど
う

ぞ
〞
で
あ
っ
た
▼
こ
の
医
療
観

光
と
は
、
神
戸
に
来
て
も
ら

い
、
最
新
技
術
を
は
じ
め
最
先

端
の
医
療
を
受
け
て
も
ら
お
う

と
い
う
も
の
。「
市
営
国
内
線

専
用
で
す
が
、
特
別
に
海
外
か

ら
の
チ
ャ
ー
タ
ー
便
で
神
戸
空

港
の
利
用
も
で
き
ま
す
」
と
ま

で
ア
ピ
ー
ル
さ
れ
て
い
た
▼
再

び
今
日
、
観
光
庁
が
日
本
の
高

度
な
医
療
技
術
に
よ
る
健
診
や

治
療
、
日
本
の
温
泉
や
観
光
地

を
複
合
的
に
ア
ピ
ー
ル
。
中
国

人
富
裕
層
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
、

鳩
山
内
閣
の
目
指
す
「
訪
日
外

国
人
３
千
万
人
」
構
想
に
動
き

出
そ
う
と
し
て
い
る
▼
先
日
神

戸
を
訪
れ
た
仙
石
国
家
戦
略
相

は
、
医
療
産
業
都
市
に
参
入
し

て
い
る
企
業
に
対
し
て
、
よ
り

規
制
を
緩
和
し
て
自
由
な
研
究

開
発
が
可
能
に
な
る
よ
う
考
慮

す
べ
き
、
さ
ら
に
外
国
人
医
師

の
参
加
も
検
討
と
会
見
し
た
。

神
戸
中
央
市
民
病
院
の
隣
に
で

き
る
、
肝
臓
移
植
に
特
化
し
た

病
院
建
設
を
意
識
し
て
の
発
言

に
間
違
い
な
い
。
ド
バ
イ
で
の

資
金
調
達
に
失
敗
、
交
渉
中
？

　

こ
ち
ら
は
ア
ラ
ブ
の
富
裕
層

向
け
で
あ
る
。
当
然
、
保
険
外

診
療
▼
医
師
不
足
な
ど
、
自
国

の
医
療
制
度
が
崩
壊
し
て
い
る

こ
の
時
期
、
国
民
の
社
会
保
障

に
全
力
を
注
い
で
当
然
。
神
戸

の
事
情
で
は
中
央
市
民
病
院
、

神
戸
空
港
い
ず
れ
も
怪
し
げ
か

つ
危
険
。
ま
ず
は
医
療
制
度
の

建
て
直
し
で
は
な
い
か
。（
無
）

―
―

今
回
の
改
定
は
診
療
所
は

実
質
マ
イ
ナ
ス
で
す
が
、
そ
の

分
、
病
院
に
重
点
が
置
か
れ
た

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

「
病
院
は
プ
ラ
ス
」
と
い
う

　

療
養
病
床
で
も
、
厚
労
省
が

「
医
療
の
必
要
度
が
高
い
」
と

定
め
る
患
者
を
８
割
以
上
入
院

さ
せ
て
い
る
場
合
の
点
数
が
引

き
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
病
院

か
ら
す
る
と
極
め
て
厳
し
い
条

件
だ
。

　

結
局
、
急
性
期
患
者
を
扱
う

病
院
だ
け
が
生
き
残
り
、
療
養

病
床
は
急
性
期
病
院
か
ら
退
院

し
て
き
た
患
者
を
在
宅
へ
送
る

ス
テ
ッ
プ
の
役
割
に
縮
小
さ
せ

ら
れ
、
ま
す
ま
す
減
ら
さ
れ
て

い
く
。
重
症
患
者
を
扱
わ
ず
、

「
社
会
的
入
院
」
と
言
わ
れ
る

よ
う
な
長
期
入
院
患
者
を
抱
え

る
病
床
は
、
完
全
に
切
り
捨
て

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ますます強まる
病院振るい分け

　

協
会
は
４
月
10
日
に
元
町
商
店
街
前
で
、
協
会
・
保
団
連
が
取
り
組
ん
で
い
る
患

者
窓
口
負
担
軽
減
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
即
時
廃
止
の
街
頭
署
名
を
行
っ
た
。
池

内
春
樹
理
事
長
、
武
村
義
人
・
加
藤
擁
一
・
吉
岡
正
雄
各
副
理
事
長
、
口
分
田
勝
理

事
な
ど
17
人
が
参
加
し
、
１
時
間
足
ら
ず
の
間
に
署
名
１
０
６
筆
を
集
め
た
。

池
内
理
事
長
ら
訴
え

　

池
内
理
事
長
を
は
じ
め
参
加

し
た
役
員
ら
が
マ
イ
ク
を
握

り
、
道
行
く
人
々
に
「
子
ど
も

と
お
年
寄
り
の
患
者
負
担
は
無

料
に
、
一
般
も
せ
め
て
２
割
に

し
よ
う
」
と
訴
え
た
。

　

ほ
と
ん
ど
の
先
進
国
で
は
窓

口
負
担
は
無
料
や
低
額
が
当
た

り
前
と
い
う
話
に
、
多
く
の
市

民
が
「
知
ら
な
か
っ
た
」「
３

割
が
あ
た
り
前
だ
と
思
っ
て
い

た
」「
ぜ
ひ
日
本
で
も
負
担
軽

減
を
し
て
ほ
し
い
」
と
、
次
々

と
署
名
に
協
力
し
た
。

廃
止
先
送
り
は

公
約
違
反

　

民
主
党
が
総
選
挙
前
に
「
廃

止
す
る
」
と
し
て
い
た
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
、
廃

止
を
３
年
後
に
見
送
る
こ
と

や
、
医
療
費
の
増
加
に
応
じ
て

保
険
料
が
上
が
り
続
け
る
仕
組

み
な
ど
従
来
の
問
題
点
を
残
し

た
ま
ま
の
試
案
が
出
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
知
ら
せ
る
と
、
通
行

人
か
ら
「
公
約
破
り
だ
」「
今

す
ぐ
廃
止
す
べ
き
」
と
怒
り
の

声
が
相
次
い
だ
。

医
療
機
関
で

署
名
協
力
を

　

協
会
は
参
議
院
選
挙
に
向
け

て
、
引
き
続
き
署
名
に
取
り
組

む
。
ポ
ス
タ
ー
・
解
説
リ
ー
フ

と
あ
わ
せ
て
各
医
療
機
関
で
受

付
に
設
置
す
る
な
ど
、
協
力
を

お
願
い
し
た
い
。

　

署
名
・
リ
ー
フ
の
追
加
注
文

は
、
協
会
事
務
局
☎
０
７
８―

３
９
３―

１
８
０
７
ま
で

日　時　５月22日（土）15時～16時30分　※終了後パレード

会　場　大阪・天満橋　エルおおさか

交通費　実費を協会負担

５・22近畿総決起集会５・22近畿総決起集会
後期高齢者医療制度は即刻廃止！　　　　　後期高齢者医療制度は即刻廃止！　　　　　
　　　　　　　守ろういのち！　なくせ貧困！　　　　　　　守ろういのち！　なくせ貧困！

ラジオ関西協会コーナーが　　
　　HPで24時間聞けます！

　ラジオ関西番組「寺谷一紀と！い・しょく・じゅう」
（１月～３月放送）の協会出演コーナーの音声を協会
ＨＰ（http://www.hhk.jp/）にアップしました。24
時間いつでも聞くことができます。

が
、
実
際
は
多
く
の
病
院
で
マ

イ
ナ
ス
で
は
な
い
か
。

　

急
性
期
病
床
に
点
数
が
重
点

配
分
さ
れ
て
い
る
が
、
長
期
入

院
の
患
者
を
抱
え
る
一
般
病
床

や
療
養
病
床
な
ど
は
切
り
捨
て

が
顕
著
だ
。

　

一
般
病
床
で
は
、
看
護
職
員

の
配
置
が
少
な
い
入
院
基
本
料

が
引
き
下
げ
ら
れ
、
90
日
を
超

え
て
入
院
す
る
患
者
の
報
酬
が

包
括
化
に
よ
っ
て
激
減
す
る
。

看
護
職
員
を
増
や
せ
ば
高
い
方

の
点
数
を
と
れ
る
仕
組
み
だ

が
、
人
件
費
の
バ
ラ
ン
ス
を
考

え
る
と
、
中
小
病
院
に
と
っ
て

は
簡
単
に
増
や
せ
る
も
の
で
な

い
。

神
戸
元
町
で
街
頭
署
名
行
動

窓
口
負
担
軽
減
に
共
感

窓
口
負
担
軽
減
に
共
感

石橋　悦次先生（姫路市）

広畑センチュリー病院理事長、
協会病院有床診療所対策部長

今 　 号 　の　記　事今 　 号 　の　記　事

主張　診療報酬改定「混乱もたらす多くの矛盾」２面

研
面
究 ８面阪神地区からみた観光地の風土病

第18回日常診より

解説　新高齢者医療制度 ３面

新点数特集新点数特集
　診療報酬・薬価改定影響度調査結果 ４面
　レセプト記載要領の変更点 ６面
　新点数Ｑ＆Ａ（医科･歯科） ４～６面

署
名
ポ
ス
タ
ー

白
衣
姿
で
署
名
を
呼
び
か
け
る
池

内
理
事
長
（
左
）
と
吉
岡
副
理
事

長（
右
）。１
時
間
足
ら
ず
で
１
０

６
筆
が
集
ま
っ
た
（
４
月
10
日
）

お申し込みは
　☎078－393－1807まで

急
性
期
病
床
に
の
み
重
点
配
分

「
医
療
難
民
」
さ
ら
に
増
や
す

―
―

病
院
を
追
い
出
さ
れ
た
患

者
の
受
け
皿
が
な
い
た
め
、
行

き
場
を
な
く
し
た「
医
療
難
民
」

が
社
会
問
題
化
し
て
い
ま
す
。

　

家
族
が
患
者
を
み
る
こ
と
は

大
き
な
負
担
を
伴
う
た
め
、
多

く
の
家
庭
に
と
っ
て
在
宅
ケ
ア

は
困
難
だ
。
実
際
に
私
の
医
療

機
関
の
患
者
で
も
、
退
院
し
て

一
度
家
庭
に
戻
っ
て
療
養
し
て

い
て
、
そ
の
後
悪
化
し
て
再
び

入
院
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
今

回
の
改
定
で
も
在
宅
を
し
て
い

る
診
療
所
へ
の
点
数
配
分
が
あ

っ
た
よ
う
だ
が
、
病
院
か
ら
出

さ
れ
た
患
者
を
、
家
族
が
地
域

の
診
療
所
と
連
携
し
て
安
心
し

て
み
ら
れ
る
状
況
が
で
き
あ
が

っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
ま
だ

ま
だ
遠
い
だ
ろ
う
。

　

在
宅
以
外
で
あ
っ
て
も
、
特

養
や
老
健
は
今
で
さ
え
不
足
し

て
お
り
待
機
者
が
大
勢
い
る
。

有
料
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
は
患
者

に
と
っ
て
負
担
が
非
常
に
重

い
。
誰
も
が
利
用
で
き
る
も
の

で
は
な
い
。「
医
療
難
民
」
は

今
後
さ
ら
に
増
え
て
い
く
恐
れ

が
あ
る
。

―
―

政
府
は
「
プ
ラ
ス
改
定
」

と
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
ま
す
が
、

実
際
に
は
、
地
域
医
療
現
場
や

患
者
を
無
視
し
た
医
療
費
抑
制

の
た
め
の
改
定
と
言
え
そ
う
で

す
。

　

こ
の
10
年
、
マ
イ
ナ
ス
改
定

が
続
い
た
が
、
今
回
の
改
定
で

も
大
き
な
流
れ
は
変
わ
っ
て
い

な
い
。
た
と
え
ば
、
前
々
回
の

２
０
０
６
年
改
定
で
慢
性
期
リ

ハ
ビ
リ
の
日
数
制
限
が
問
題
に

な
っ
た
が
、
今
回
、
初
期
段
階

の
亜
急
性
期
・
回
復
期
リ
ハ
を

重
視
し
た
加
算
が
新
設
さ
れ
る

一
方
、
慢
性
期
リ
ハ
は
引
き
下

げ
も
あ
る
。

　

全
体
と
し
て
、
慢
性
期
を
医

療
保
険
か
ら
切
り
捨
て
て
介
護

保
険
に
移
行
さ
せ
、
医
療
費
を

少
な
く
し
よ
う
と
い
う
狙
い
が

見
え
る
。
政
府
は
２
０
１
２
年

の
診
療
・
介
護
報
酬
の
同
時
改

定
で
、
急
性
期
は
医
療
保
険

で
、
慢
性
期
は
介
護
保
険
で
と

い
う
棲
み
分
け
を
、
患
者
と
医

療
現
場
不
在
の
ま
ま
さ
ら
に
強

引
に
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。
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―

鳩
山
内
閣
の
支
持
率
が
急
落

し
て
い
ま
す
が
、
先
生
が
成
績

を
付
け
る
と
し
た
ら
何
点
で
し

ょ
う
か
。

　

60
点
で
し
ょ
う
か
。
過
半
数

を
超
え
て
い
る
の
は
、
自
公
政

権
よ
り
は
ま
し
だ
と
思
う
か
ら

で
す
。
自
民
党
の
下
野
は
１
０

０
点
満
点
で
す
が
、
代
わ
り
に

政
権
を
担
っ
た
民
主
党
に
は
良

い
点
数
を
あ
げ
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
で
も
、
八
ッ
場
ダ
ム
の

建
設
中
止
や
48
ダ
ム
の
一
時
凍

結
、
中
小
企
業
金
融
円
滑
化
法

案
の
成
立
、
生
活
保
護
の
母
子

加
算
復
活
、「
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

サ
ー
ビ
ス
」
の
実
施
や
「
公
設

派
遣
村
」、
子
ど
も
手
当
と
高

校
授
業
料
の
無
償
化
、「
日
米

密
約
」
の
暴
露
な
ど
は
、
自
公

政
権
で
は
不
可
能
で
し
た
。
か

ろ
う
じ
て
合
格
点
と
い
う
と
こ

ろ
で
し
ょ
う
。

―

鳩
山
政
権
は
「
新
自
由
主

義
」
と
決
別
し
た
と
い
え
る
で

し
ょ
う
か
。

　

決
別
す
る
方
向
に
進
ん
で
い

ま
す
が
、
不
徹
底
だ
と
思
い
ま

す
。

　

鳩
山
首
相
は
市
場
原
理
主
義

を
批
判
し
て
い
ま
す
し
、
国
民

新
党
の
亀
井
代
表
の
郵
政
改
革

担
当
相
へ
の
就
任
や
日
本
郵
政

株
式
売
却
凍
結
法
成
立
な
ど
、

構
造
改
革
の
「
本
丸
」
の
見
直

し
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
労

働
者
派
遣
法
の
改
正
も
、「
抜

け
穴
」
だ
ら
け
と
は
い
え
、
基

本
的
に
は
「
労
働
再
規
制
」
の

方
向
で
す
。

　

し
か
し
、「
事
業
仕
分
け
」

の
仕
分
け
人
に
福
井
秀
夫
政
策

研
究
大
学
院
大
学
教
授
な
ど
の

支
援
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

家
計
が
豊
か
に
な
り
、
将
来
に

希
望
が
も
て
て
安
心
し
て
お
金

が
使
え
る
よ
う
に
な
ら
な
け
れ

ば
景
気
は
良
く
な
ら
ず
、
デ
フ

レ
経
済
か
ら
も
脱
出
で
き
ま
せ

ん
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
大
企
業
と

資
産
家
に
対
し
て
増
税
し
、
庶

民
へ
の
再
分
配
を
可
能
と
す
る

よ
う
な
税
制
改
革
が
必
要
で

す
。
過
去
10
年
間
で
２
０
０
兆

円
以
上
も
増
え
て
２
倍
強
に
な

っ
た
大
企
業
の
内
部
留
保
を
は

き
出
さ
せ
、
証
券
優
遇
税
制
な

ど
の
資
産
家
優
遇
を
改
め
れ

ば
、
社
会
保
障
に
財
源
を
ま
わ

す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。

　

あ
る
と
こ
ろ
か
ら
取
れ
ば
、

な
い
と
こ
ろ
に
ま
わ
す
こ
と
が

で
き
る
の
は
当
然
で
す
。

―

医
療
や
福
祉
の
財
源
と
し
て

消
費
税
が
再
び
浮
上
し
つ
つ
あ

◇
出
席　

30
人

◇
情
勢　

①
診
療
報
酬
改
定
で

神
戸
新
聞
は
、
公
立
八
鹿
病
院

の
片
山
副
院
長
の
「
改
定
は
経

済
面
で
は
助
か
る
が
そ
れ
だ
け

で
医
師
が
集
ま
る
わ
け
で
は
な

い
」
と
の
コ
メ
ン
ト
を
紹
介
。

日
経
は
「
大
病
院
重
視
派
」
が

政
権
の
主
導
権
を
握
っ
て
い
る

が
、
医
師
会
や
与
党
議
員
の
巻

き
返
し
で
無
難
な
決
着
に
終
わ

っ
た
と
報
道
②
日
医
会
長
選
で

茨
城
県
医
師
会
長
の
原
中
勝
征

氏
が
当
選
。
民
主
党
と
の
パ
イ

プ
を
強
調
。
会
長
就
任
直
後
の

日
医
代
議
員
会
で
消
費
税
が
こ

れ
ま
で
社
会
保
障
財
源
に
組
み

入
れ
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
と
指

摘
。
企
業
の
保
険
料
負
担
引
き

上
げ
を
政
府
と
と
も
に
提
案
し

た
い
と
語
っ
た
③
政
府
の
国
家

戦
略
室
は
財
政
運
営
戦
略
と
中

期
財
政
フ
レ
ー
ム
の
素
案
を
発

表
。「
社
会
保
障
制
度
改
革
、

税
制
改
革
も
含
め
、
財
源
を
中

長
期
的
に
確
保
す
る
」
と
し
て

消
費
税
増
税
も
示
唆
。

◇
春
の
組
織
強
化
月
間
・
共
済

普
及
対
策　

会
員
実
増
数
が
昨

年
同
時
期
を
大
き
く
上
回
っ
て

い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
月
間

目
標
達
成
へ
の
協
力
が
呼
び
か

け
ら
れ
た
。

◇
日
常
診
療
経
験
交
流
会
（
10

／
24
）
実
行
委
員
会　

メ
イ
ン

テ
ー
マ
を
「
育
て
よ
う
‼
地
域

の
き
ず
な（
仮
）」
と
し
具
体
的

な
企
画
の
検
討
を
進
め
る
。

◇
共
済
部　

自
主
共
済
規
制
問

題
に
つ
い
て
、
05
年
以
前
か
ら

運
営
し
て
い
た
自
主
共
済
は
、

行
政
庁
の
一
定
の
監
督
を
受
け

て
継
続
で
き
る
よ
う
法
案
を
作

成
中
で
あ
り
、
今
国
会
で
成
立

さ
せ
た
い
と
金
融
庁
が
保
団
連

に
説
明
。
実
質
的
に
は
一
定
の

成
果
を
勝
ち
取
っ
た
内
容
。

 

（
４
月
10
日
理
事
会
よ
り
）

評議員会特別講演「鳩山政権を診断する」評議員会特別講演「鳩山政権を診断する」

規
制
緩
和
論
者
も
横
滑
り
し
て

い
る
よ
う
に
、「
新
自
由
主
義
」

の
害
悪
に
対
す
る
総
括
が
不
十

分
で
あ
り
、
決
別
し
た
と
は
言

え
ま
せ
ん
。

―

デ
フ
レ
経
済
が
続
き
景
気
が

低
迷
し
て
い
ま
す
。
財
政
赤
字

も
大
き
く
、
社
会
保
障
に
財
源

を
ま
わ
す
の
は
無
理
な
の
で
し

ょ
う
か
。

　

安
心
し
て
働
き
生
活
で
き
る

よ
う
に
、
雇
用
と
生
活
を
直
接

な
く
な
っ
て
は
何
に
も
な
り
ま

せ
ん
。

　

必
要
な
の
は
、
新
自
由
主
義

の
下
で
拡
大
し
た
税
制
に
お
け

る
逆
累
進
性
を
反
転
さ
せ
、
富

め
る
者
か
ら
貧
し
い
者
へ
と
富

を
再
分
配
し
、
貧
困
や
格
差
を

解
消
す
る
の
に
役
立
つ
よ
う
な

税
制
改
革
で
す
。
消
費
税
の
増

税
は
、
全
く
逆
の
効
果
を
生
む

だ
け
で
す
。

―

私
た
ち
は
労
働
組
合
と
共
同

す
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
が
、
そ
う
し
た
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
は
可
能
で
し
ょ
う
か
。

　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
は
〝
絆
〞

で
す
。
そ
れ
は
可
能
で
あ
る
だ

け
で
な
く
、
必
要
で
あ
る
と
思

い
ま
す
。

　

新
自
由
主
義
や
「
三
位
一
体

の
改
革
」
の
下
で
破
壊
さ
れ
て

し
ま
っ
た
地
域
社
会
を
再
建
す

る
こ
と
は
急
務
で
あ
り
、
そ
の

た
め
に
は
社
会
的
な
力
の
再
生

が
必
要
で
す
。
志
を
持
っ
た
個

人
や
社
会
集
団
、
労
働
組
合
な

ど
が
手
を
取
り
合
い
、
知
恵
と

力
を
出
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て

「
新
し
い
公
共
」
を
生
み
出
す

こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
。

　

問
題
に
気
が
つ
い
た
人
が
ま

ず
立
ち
上
が
り
、
同
じ
よ
う
に

立
ち
上
が
っ
た
人
々
と
力
を
合

わ
せ
る
べ
き
で
す
。
日
本
再
生

の
希
望
は
、
そ
こ
に
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。

で
、
制
度
の
改
定
を
懇
切
丁

寧
に
解
説
す
る
と
い
う
態
度

が
微
塵
も
見
ら
れ
な
い
。
ま

さ
に
〝
お
上
〞
の
無
理
難
題

の
強
引
な
押
し
付
け
と
し
か

思
え
な
い
。
少
な
く
と
も
１

評
価
さ
れ
た
よ
う
だ
が
、
そ

の
財
源
は
診
療
所
の
再
診
料

引
き
下
げ
、
皮
膚
科
、
耳
鼻

科
、
眼
科
等
の
処
置
の
引
き

下
げ
。
そ
れ
を
埋
め
合
わ
せ

よ
と
い
わ
ん
ば
か
り
の
地
域

　

改
定
の
た
び

に
感
じ
る
こ
と

だ
が
、
多
く
の

疑
義
を
生
じ
る

よ
う
な
内
容
、

届
出
等
時
間
的
余
裕
の
な
い

事
項
、
そ
し
て
ま
た
唐
突
と

し
か
言
い
よ
う
の
な
い
通

達
。
こ
の
よ
う
な
事
柄
が
実

施
を
目
前
に
し
た
３
月
中
ご

ろ
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
な
い

こ
と
に
、
強
い
憤
り
を
覚
え

る
。
毎
回
の
よ
う
に
現
場
は

大
混
乱
を
生
じ
、
Ｑ
＆
Ａ
は

保
険
請
求
を
目
前
、
い
や
最

中
に
し
て
も
続
く
。

　

ま
た
、
厚
生
局
の
個
別
指

導
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
説
明

会
。
こ
れ
も
大
き
な
問
題

い
で
い
る
〞
と
い
う
考
え
が

露
骨
に
表
れ
て
い
る
よ
う

だ
。

　

歯
科
は
わ
ず
か
の
引
き
上

げ
と
い
う
も
の
の
、
ス
タ
デ

ィ
モ
デ
ル
の
包
括
、
歯
管
の

引
き
下
げ
な
ど
、
ク
リ
ニ
ッ

ク
で
の
医
療
は
実
質
引
き
下

げ
と
な
り
、
医
療
崩
壊
に
は

歯
止
め
が
か
か
ら
な
い
。

　

急
性
期
医
療
か
ら
慢
性
期

医
療
そ
し
て
在
宅
医
療
へ
の

流
れ
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
加
算

で
強
化
さ
れ
た
。
外
来
に
お

け
る
が
ん
治
療
の
基
準
緩
和

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
逆
の

流
れ
は
避
け
よ
う
と
し
て
い

る
。

　

し
か
し
、
在
宅
医
療
に
関

〜
２
カ
月
の
猶
予
が
必
要

だ
。

　

民
主
党
の
公
約
違
反
と
ま

で
い
わ
れ
る
〝
ゼ
ロ
改

定
〞。
小
児
医
療
や
高
度
の

技
術
を
要
す
る
手
術
は
一
定

医
療
貢
献
加
算
。

　

今
ま
で
〝
医
師
の
労
働
条

件
問
題
に
メ
ス
を
〞
と
し
て

い
た
民
主
党
の
ポ
リ
シ
ー
は

ど
こ
へ
行
っ
た
の
か
。
診
療

所
の
医
師
は
〝
楽
を
し
て
稼

し
て
は
訪
問
診
療
に
お
い

て
、
同
一
建
物
の
解
釈
が
変

わ
っ
た
。
訪
看
、
訪
薬
、
訪

リ
ハ
に
ま
で
波
及
し
て
い

る
。
高
齢
化
し
た
集
合
住
宅

は
増
加
し
て
い
る
、
そ
こ
に

目
を
つ
け
た
の
か
。
そ
れ
に

し
て
も
一
軒
あ
た
り
６
３
０

点
の
減
と
は
、
大
き
な
矛
盾

と
悪
意
す
ら
感
じ
る
。

　

今
求
め
ら
れ
て
い
る
の

は
、
医
療
崩
壊
を
食
い
止
め

る
た
め
に
、
安
心
安
全
の
医

療
が
提
供
で
き
る
よ
う
に
、

医
療
費
の
総
枠
拡
大
、
診
療

報
酬
の
抜
本
的
見
直
し
だ
。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
並
み
と
い
う
公
約

を
現
実
化
す
る
こ
と
を
求
め

る
。

ご
冥
福
を
お
祈
り

 

申
し
上
げ
ま
す

板
垣　

重
暢
先
生

尼
崎
市　

内
・
小
児
科

４
月
９
日　

享
年
83
歳

会
員
訃
報

り
ま
す
。
消
費
税
増
税
は
避
け

ら
れ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

消
費
税
は
、
庶
民
に
冷
た
い

逆
累
進
性
と
い
う
毒
を
含
ん
だ

「
劇
薬
」
で
す
。
そ
れ
は
社
会

保
障
制
度
の
持
続
可
能
性
を
支

え
る
「
安
定
し
た
財
源
」
を
生

み
出
す
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

貧
困
化
と
格
差
を
今
以
上
に
拡

大
し
、
社
会
を
破
壊
す
る
で
し

ょ
う
。
社
会
保
障
制
度
が
持
続

で
き
て
も
、
社
会
が
持
続
で
き

自
公
政
権
よ
り
は
ま
し
だ
が

新
自
由
主
義
と
決
別
し
て
い
な
い

混
乱
も
た
ら
す

多
く
の
矛
盾

診療報酬
改　　定

　５月16日の協会第77回評議
員会で特別講演いただく法政
大学大原社会問題研究所の五
十嵐仁教授（専門は政治学、
戦後政治史、労働問題など）
に、事前インタビューを行っ
た。 （聞き手は編集部）

日　時　５月16日（日）13時～　会　場　保険医協会会議室

特別講演　15時30分～「鳩山政権を診断する」
講　師　法政大学大原社会問題研究所所長　五十嵐　仁教授

お問い合わせは、☎078―393―1801まで

兵庫県保険医協会 第77回評議員会

【講師略歴】1951年新潟県生まれ。74年東京都立大学経済学部卒、82
年法政大学大学院社会科学研究科社会学専攻博士課程単位取得満期退
学。専門領域は政治学、戦後政治史、労働問題、労働政治、選挙制
度。『概説現代政治－その動態と理論』（法律文化社）など著書多数。

　政権交代から半年、迷走する鳩山政権をどう見るのか。参議院選挙の
展望も含め、戦前からの社会科学研究所として有名な大原社会問題研究
所所長、五十嵐仁（いがらしじん）先生にうかがいます。

ぜ
ひ
ご
参
加
を

ぜ
ひ
ご
参
加
を
︸︸



新高齢者医療制度
説策 解政

　

政
府
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
２
０
１

３
年
か
ら
の
新
制
度
創
設
と
と
も
に
廃
止
す
る
と
し
て

い
る
。
厚
労
省
が
高
齢
者
医
療
制
度
改
革
会
議
に
提
示

し
た
試
算
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

仕組みそのままに年齢拡大仕組みそのままに年齢拡大
「
現
役
と
別
勘
定
」

後
期
高
齢
と
同
じ

　

３
月
９
日
、
厚
労
省
の
高
齢

者
医
療
制
度
改
革
会
議
は
新
た

な
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い

て
、
四
つ
の
案
を
財
源
構
成
の

試
算
な
ど
を
交
え
て
検
討
し

た
。
①
全
年
齢
で
リ
ス
ク
構
造

調
整
を
行
っ
た
上
で
、
都
道
府

県
単
位
で
一
元
化
す
る
案
、
②

一
定
年
齢
以
上
の
「
別
建
て
」

保
険
方
式
を
基
本
と
す
る
案
、

③
突
き
抜
け
方
式
と
す
る
案
、

④
高
齢
者
と
国
保
の
一
体
的
運

用
を
は
か
る
案
で
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
、
有
力
案
と
さ
れ

財
政
試
算
が
出
さ
れ
た
の
は
④

の
65
歳
以
上
の
高
齢
者
と
国
保

の
一
体
的
運
用
を
は
か
る
案
で

あ
る
（
図
１
の
Ⅱ
）。

　

こ
の
財
政
試
算
の
特
徴
は
、

第
１
に
65
歳
以
上
の
高
齢
者
全

員
を
国
保
に
加
入
さ
せ
た
上

で
、
65
歳
未
満
の
現
役
世
代
と

別
勘
定
に
す
る
と
い
う
こ
と
、

第
２
に
、
運
営
を
都
道
府
県
単

位
に
統
合
し
た
国
保
か
広
域
連

合
に
よ
っ
て
行
う
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
、
第
３
に
、
高
齢
者
の

保
険
料
負
担
は
現
行
と
同
じ
に

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

保
険
料
・
窓
口
負
担

の
問
題
は
そ
の
ま
ま

　

「
試
算
」
は
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
の
枠
組
み
を
存
続
さ
せ

た
も
の
で
、
一
体
な
ぜ
国
民
が

制
度
の
廃
止
を
要
求
し
た
の

か
、
政
府
が
全
く
理
解
し
て
い

な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

現
在
の
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
で
国
民
か
ら
反
対
の
声
が
強

い
の
は
、〝
う
ば
捨
て
山
〞
と

い
わ
れ
る
よ
う
に
高
齢
者
の
医

療
費
削
減
を
目
的
と
し
て
掲

げ
、
そ
の
た
め
に
75
歳
以
上
の

高
齢
者
を
差
別
し
、
別
枠
の
制

度
に
囲
い
込
ん
だ
こ
と
だ
。
今

回
の
案
で
も
、
国
保
と
一
体
的

運
用
を
行
う
と
い
い
つ
つ
も
、

高
齢
者
を
別
勘
定
に
す
る
と
し

て
お
り
、
結
局
現
行
制
度
の
75

歳
以
上
と
い
う
対
象
年
齢
を
、

65
歳
か
ら
に
広
げ
る
だ
け
で
あ

る
。

　

財
源
に
つ
い
て
も
、「
公
費

５
割
、
保
険
者
４
割
、
高
齢
者

１
割
」
を
「
負
担
割
合
の
明
確

化
」
で
「
利
点
」
だ
と
し
て
現

行
の
枠
組
み
の
ま
ま
で
あ
る
。

高
齢
者
は
保
険
料
１
割
と
患
者

負
担
１
割
の
約
２
割
を
負
担
し

て
い
る
。
し
か
も
高
齢
者
の
窓

口
負
担
は
「
１
割
」
と
は
い

え
、
い
く
つ
も
の
病
気
を
抱
え

て
い
る
た
め
、
一
人
当
た
り
の

負
担
額
は
現
役
世
代
の
３
倍
に

も
及
ぶ
（
図
２
）。「
試
算
」
に

は
、
高
齢
者
自
身
の
負
担
を
見

直
す
立
場
は
全
く
な
く
、
保
険

料
は
「
現
行
と
同
額
」、
窓
口

負
担
は
議
論
さ
え
し
て
い
な

い
。

　

こ
れ
ら
を
新
制
度
に
も
引
き

継
ぐ
と
い
う
こ
と
は
、「
医
療

費
が
際
限
な
く
上
が
り
続
け
る

痛
み
を
後
期
高
齢
者
が
自
分
の

感
覚
で
感
じ
取
っ
て
い
た
だ

く
」
と
当
時
の
厚
生
労
働
省
の

担
当
者
が
言
っ
た
よ
う
に
、
高

齢
者
の
医
療
費
を
抑
制
す
る
た

め
の
仕
組
み
を
温
存
す
る
と
い

65歳

支援金
51％
支援金
51％

公　費
32％
公　費
32％

保険料
17％
保険料
17％

65歳以上の医療給付費17兆円
（2010年度予算ベース）

図１－Ⅱ　65歳以上全員国保加入案の厚労省試算

被用者保険国保

被用者保険国保

75歳

支援金
42.7％
支援金
42.7％

公　費
47％
公　費
47％

保険料
10.3％
保険料
10.3％

75歳以上の医療給付費11.7兆円
（2010年度予算ベース）

図１－Ⅰ　現行の後期高齢者医療制度

年　

齢

年　

齢

現役世代現役世代

後期高齢者後期高齢者

12万10万８万６万４万２万０
（円）

図２　一人あたりの窓口負担額 う
こ
と
で
あ
る
。

　

批
判
の
大
き
か
っ
た
被
用
者

保
険
の
被
保
険
者
と
扶
養
家
族

も
一
律
に
被
用
者
保
険
を
脱
退

さ
せ
て
新
制
度
に
移
行
す
る
案

も
出
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
も

現
行
制
度
の
問
題
点
を
そ
の
ま

ま
残
す
も
の
と
な
る
。

都
道
府
県　

単
位
の
運
営

　

厚
労
省
は
負
担
と
給
付
の
関

係
が
都
道
府
県
ご
と
に
「
一
元

化
」
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
「
利

点
」
と
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
広
域
連
合
は
都
道

府
県
や
市
町
村
の
よ
う
に
一
般

財
源
を
持
た
な
い
た
め
、
市
町

村
国
保
で
は
可
能
な
一
般
財
源

に
よ
る
独
自
の
負
担
軽
減
が
で

き
な
い
。

　

鳩
山
政
権
は
広
域
連
合
の
仕

組
み
も
残
し
て
、
市
町
村
の
負

担
軽
減
を
廃
止
し
よ
う
と
い
う

の
で
あ
る
。

大
企
業
の
負
担

減
ら
す
試
算
も

　

そ
も
そ
も
、
現
行
の
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
は
「
高
齢
者
は

疾
病
リ
ス
ク
が
高
く
…
現
役
世

代
と
同
様
の
保
険
原
理
に
よ
り

高
齢
者
医
療
保
険
制
度
を
設
計

す
る
こ
と
は
困
難
」「
自
立
・

自
助
・
自
己
責
任
の
要
素
を
取

り
入
れ
（
る
）」（
日
経
連
『
保

険
者
機
能
の
強
化
へ
の
取
組
み

と
高
齢
者
医
療
制
度
の
創

設
』）
な
ど
と
し
て
、
財
界
が

導
入
を
求
め
て
き
た
も
の
で
、

健
保
組
合
を
通
じ
た
大
企
業
の

高
齢
者
医
療
費
に
対
す
る
負
担

を
軽
減
さ
せ
る
意
図
を
持
っ
た

も
の
で
あ
っ
た
。

　

実
際
に
旧
老
人
保
健
制
度
当

時
（
01
年
）
の
健
保
組
合
の
負

担
を
１
０
０
と
す
る
と
、
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
が
導
入
さ
れ

た
08
年
度
に
は
79
％
と
約
20
ポ

イ
ン
ト
減
少
し
て
い
る
（
表

１
）。

　

「
有
力
案
」
の
財
政
試
算
の

中
で
、
65
歳
以
上
の
医
療
費
の

財
源
と
し
て
５
割
の
公
費
を
投

入
し
た
場
合
の
試
算
で
は
、
健

保
組
合
の
負
担
は
さ
ら
に
７
０

０
０
億
円
減
る
と
さ
れ
て
お

り
、
大
企
業
の
高
齢
者
医
療
費

の
負
担
軽
減
を
さ
ら
に
進
め
る

も
の
と
な
っ
て
い
る
（
表

２
）。即

廃
止
は
可
能

　

鳩
山
政
権
は
３
年
後
の
新
制

度
創
設
ま
で
廃
止
を
先
送
り
に

し
、
現
行
制
度
を
続
け
る
と
し

て
き
た
。
そ
し
て
、
明
ら
か
に

な
っ
た
新
制
度
案
は
現
行
制
度

の
対
象
年
齢
を
65
歳
か
ら
に
引

き
下
げ
た
だ
け
の
も
の
で
あ

る
。
鳩
山
政
権
は
、
即
時
廃
止

を
反
故
に
し
た
こ
と
に
加
え
、

現
行
制
度
と
全
く
同
じ
制
度
を

対
象
者
を
広
げ
て
存
続
さ
せ
る

と
い
う
、
二
つ
の
公
約
違
反
を

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

自
治
体
関
係
者
に
よ
れ
ば

「
関
係
書
類
は
５
年
間
の
保
存

が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で

自
治
体
に
も
残
っ
て
い
る
。
今

な
ら
、
担
当
者
も
変
わ
っ
て
い

な
い
と
こ
ろ
が
多
く
、
元
の
制

度
に
も
ど
す
こ
と
は
３
カ
月
か

ら
半
年
も
あ
れ
ば
可
能
」（
東

京
都
自
治
体
労
働
組
合
総
連
合

・
田
川
英
信
副
委
員
長
）
だ
と

い
う
。
老
人
保
健
制
度
に
今
す

ぐ
戻
せ
ば
、
年
齢
に
よ
る
差

別
、
高
額
で
全
員
に
課
さ
れ
る

保
険
料
な
ど
の
問
題
は
す
ぐ
に

解
決
す
る
。

　

そ
も
そ
も
、
現
役
世
代
を
含

め
て
日
本
の
大
企
業
の
税
・
社

会
保
険
料
負
担
は
、
他
の
先
進

諸
国
と
比
べ
て
、
き
わ
め
て
低

い
（
図
３
）。

　

今
政
府
が
す
べ
き
こ
と
は
、

大
企
業
の
負
担
軽
減
で
は
な

く
、
国
民
の
「
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
即
時
廃
止
」
の
声
に
応

え
て
、
老
人
保
健
制
度
に
い
っ

た
ん
戻
し
、
そ
の
上
で
、
国
と

大
企
業
の
負
担
で
高
齢
者
に
保

険
料
や
窓
口
負
担
を
押
し
つ
け

な
い
制
度
に
改
善
す
る
こ
と
で

あ
る
。

日本（04年）日本（04年） ドイツ（04）ドイツ（04） フランス（04）フランス（04）スウェーデン（04）スウェーデン（04）

図３　日本の企業負担は低い
（民間企業の税・社会保険料負担の対GDP比）

32兆円32兆円

8.0％8.0％ 8.48.4

13.913.9
14.614.6

表２　現行制度からの財政影響
 ５割の公費を投入した場合の試算

保険料（65歳未満）
公費

協会けんぽ 健保組合 共済 市町村国保

▲0.8兆円 ▲0.7兆円 ▲0.2兆円 0.5兆円 1.2兆円

※ 公費の増加に加え、市町村国保の負担軽減策を講じることが
必要となる。

※ 高齢者の医療給付費の定率公費については、75歳以上の高齢
者（現役並み所得者を除く）の定率公費と同じ47％とした。

※ 保険料には、保険料軽減等に対する定額公費が含まれている
ことから、実際には定額公費を差し引いた額となる。

※ 退職拠出金は、市町村国保に加入する退職者医療制度の対象
者に係る高齢者医療の支援金である。

表１　老人保健法の01年患者負担・健保組合の負担を100とした場合の推移

患者負担　110

100

健保組合の負担　79
80

90

100

110

120

旧老人保健制度
（70歳以上　01年）

健保組合は20ポイントダウン

患者負担は10ポイントアップ

後期高齢者医療制度
（75歳以上　08年厚労省概算）
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外科系は大幅なマイナス改定に外科系は大幅なマイナス改定に
内科系も外来管理加算の算定有無による影響大内科系も外来管理加算の算定有無による影響大

（５面からの続き）

ン使用の場合、または自動入金機の改修
が必要な場合）については、2011年４月
１日までに近畿厚生局兵庫事務所に届出
を行うこととなっています。
Ｑ29　2011年４月１日以降であっても、
常勤の歯科医師がすべて高齢者であるこ
とやレセコンリース期間中であること等
により、電子請求が免除または猶予され
ている歯科診療所（2010年12月末日まで
に基金・国保へ要届出）の場合、明細書
発行の義務はあるのか。
Ａ29　電子請求が免除または猶予されて
いる場合には、明細書無料発行の義務は
ありません。明細書を発行しない場合
も、希望者に有料で発行する場合も院内
掲示が必要です。
Ｑ30　義務化以降、明細書を希望しない

患者の場合、その意向確認は書類で行う
必要があるのか。
Ａ30　必ずしも書類で行う必要はありま
せん。
Ｑ31　義務化以降、保険外併用療養費の
自己負担のみの場合には、明細書の発行
は必要か。
Ａ31　必要です。
Ｑ32　一部負担金等の支払いがない患者
には、明細書を交付しなくてもよいと解
してよいか。
Ａ32　一部負担金等の支払いがない患者
については、明細書発行の義務はありま
せんが、明細書発行の趣旨を踏まえ、可
能な限り発行されるのが望ましいとされ
ています。

《明細書発行体制等加算》
Ｑ33　明細書発行体制等加算の届出に

は、「基本診療料の施設基準等及びその
届出に関する手続きの取扱いについて」
の別添７の様式２の２以外に、何らかの
添付書類は必要なのか。
Ａ33　必要ありません。
Ｑ34　明細書発行体制等加算の要件に
は、レセプト電子請求を行っていること
とあるが、電子請求の届出を審査支払機
関にすでに提出しており、確認試験中で
ある場合には、当該要件を満たすことに
なるのか。
Ａ34　電子請求を行っていることが要件
であるため、電子請求が可能となる月か
ら算定可能です。具体的には、例えば５
月10日の請求から電子請求が可能となる
場合には、その他の要件を満たしていれ
ば、５月１日の診療分から明細書発行体
制等加算が算定可能となります。なお、
この場合、明細書発行体制等加算の近畿

厚生局兵庫事務所への届出は５月１日ま
でに行う必要があります。
Ｑ35　明細書発行体制等加算は初診時に
算定できるのか。また、再診時には再診
のつど算定できるのか。
Ａ35　再診料に対する加算であり、初診
時には算定できません。再診の都度、算
定可能です。
Ｑ36　明細書が不要である旨を申し出た
患者に対しても、明細書発行体制等加算
を算定してよいのか。
Ａ36　算定可能です。
Ｑ37　明細書としてレセプトを交付して
いる場合でも、要件に該当するのか。
Ａ37　個別の点数がわかるように必要な
情報を付したうえで交付していれば、レ
セプトでも差し支えありません。

2010年診療報酬・薬価改定影響度調査結果2010年診療報酬・薬価改定影響度調査結果

医　

科

旧点数 新点数

科目
レセプト
枚数

総点数
（Ａ）

レセ１枚あたり
平均点数

薬剤比率

技術料 薬剤料（材料費含む） 総点数
増減点

総点数対比
Ｂ／Ａ

増減点
（Ｃ）

総点数対比
Ｃ／Ａ

増減点
（Ｄ）

全体増減

（Ｂ）
うち外来
管理加算
の増点　

Ｄ／Ａ
明細書発行体
制等加算を加
算した場合　

地域医療貢献
加算を加算し
た場合　　　

両方を加算し
た場合　　　

内
院外処方

社保　20 18,536 926.8 3.5％ ＋314 364 ＋1.7％ －43 －0.2％ ＋271 ＋1.5％ ＋1.6％ ＋1.8％ ＋2.0％

国保　20 19,496 974.8 0.9％ ＋331 416 ＋1.7％ －3 0.0％ ＋328 ＋1.7％ ＋1.9％ ＋2.3％ ＋2.5％

後期　20 27,560 1,378.0 1.2％ ＋366 468 ＋1.3％ －6 0.0％ ＋360 ＋1.3％ ＋1.4％ ＋1.7％ ＋1.8％

計　　60 65,592 1,093.2 1.7％ ＋1,011 1,248 ＋1.5％ －52 －0.1％ ＋959 ＋1.5％ ＋1.8％ ＋2.1％ ＋2.2％

内
院外処方

社保　20 29,724 1,486.2 1.4％ ＋429 520 ＋1.4％ －1 0.0％ ＋428 ＋1.4％ ＋1.6％ ＋1.8％ ＋2.0％

国保　20 27,407 1,370.4 0.0％ －121 0 －0.4％ 0 0.0％ －121 －0.4％ －0.4％ －0.2％ －0.1％

後期　20 34,844 1,742.2 0.0％ ＋202 208 ＋0.6％ 0 0.0％ ＋202 ＋0.6％ ＋0.7％ ＋0.9％ ＋1.1％

計　　60 91,975 1,532.9 0.1％ ＋510 728 ＋0.6％ －1 0.0％ ＋509 ＋0.6％ ＋0.7％ ＋0.9％ ＋1.0％

整形
院外処方

社保　20 14,568 728.4 8.2％ －238 0 －1.6％ －101 －0.7％ －339 －2.3％ －2.3％ －2.1％ －2.1％

国保　20 22,592 1,129.6 2.8％ －85 0 －0.4％ －63 －0.3％ －148 －0.7％ －0.5％ －0.1％ －0.1％

後期　20 26,846 1,342.3 9.9％ －249 0 －0.9％ －246 －0.9％ －495 －1.8％ －1.5％ －0.8％ －0.4％

計　　60 64,006 1,066.8 7.0％ －572 0 －0.9％ －410 －0.6％ －982 －1.5％ －1.3％ －0.9％ －0.6％

外
院内処方

社保　20 25,995 1,299.8 20.8％ －227 0 －0.9％ －358 －1.4％ －585 －2.3％ －2.0％ －1.5％ －1.2％

国保　20 35,020 1,751.0 16.1％ －278 0 －0.8％ －394 －1.1％ －672 －1.9％ －1.7％ －1.3％ －1.0％

後期　20 66,663 3,333.2 14.7％ －154 0 －0.2％ －1,054 －1.6％ －1,208 －1.8％ －1.6％ －1.3％ －1.1％

計　　60 127,678 2,128.0 16.3％ －659 0 －0.5％ －1,806 －1.4％ －2,465 －1.9％ －1.7％ －1.3％ －1.1％

外
院内処方

社保 　5 12,960 2,592.0 1.3％ －28 0 －0.2％ －439 －3.4％ －467 －3.6％ －3.5％ －3.4％ －3.4％

国保 　7 16,047 2,292.4 37.4％ －80 0 －0.5％ －516 －3.2％ －596 －3.7％ －3.7％ －3.5％ －3.5％

後期 　8 16,622 2,077.8 32.0％ －74 0 －0.4％ －492 －3.0％ －566 －3.4％ －3.3％ －3.0％ －2.9％

計　　20 45,629 2,281.5 31.8％ －182 0 －0.4％ －1,447 －3.2％ －1,629 －3.6％ －3.5％ －3.3％ －3.2％

厚労省公称数値 ＋1.55％ －1.36％ ＋0.19％

　診療報酬改定が４月１日から実施され
たが、協会では会員医療機関の協力を得
て、無作為抽出で提供いただいた２月診
療分の社保本人、国保、後期高齢者のレ
セプトを新点数に置き換えた。
　公称では本体プラス1.55％、薬価・材
料価格マイナス1.36％、全体ではプラス
0.19％とされているが、調査した医療機

関の外科系では、本体部分だけをみて
も、再診料の２点引き下げ、初診料の電
子化加算（３点）の廃止、エックス線診
断料のデジタル映像化処理加算（15点）
の廃止等のマイナスが大きく、３医療機
関140件のレセプト平均でマイナス0.6％
となっている。
　これは、新設された電子請求を行って

いる医療機関のみが対象となる「明細書
発行体制等加算（１点）」と夜間休日の
対応を要件とした「地域医療貢献加算
（３点）」の両方を算定した場合によう
やく埋め合わせることのできるマイナス
であり、多くの医療機関では大幅なマイ
ナス改定となる可能性が大きい。
　内科系では、再診料や検査料等の引き

下げによって、外来管理加算を考慮しな
ければ大幅なマイナスにとなり、要件の
変更で改定後に改めて外来管理加算を算
定できるかどうかによって大きな影響が
出ることが明らかとなった。（再診料の
回数と外来管理加算の回数の差があるも
のについては、改定後の要件を満たして
算定できるものとして置き換えた）

協会会員５医療機関における、2010年２月診療分の社保本人、国保、後期高齢者の各レセプトで比較協会会員５医療機関における、2010年２月診療分の社保本人、国保、後期高齢者の各レセプトで比較
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いても算定可能か。
Ａ21　算定できるのは、保険医療機関が
診療応需の体制を解いた状況であって、
急患等により診療を求められた場合で
す。休日診療の当番医となっている歯科
保険医療機関において、応需体制を整え
ている診療時間において当該加算を算定
することはできません。

《歯周基本治療処置》
Ｑ22　歯周基本治療処置（Ｐ基処）は、
歯周基本治療を行った部位に対して、歯
周基本治療と同日に算定して差し支えな
いか。
Ａ22　差し支えありません。
Ｑ23　Ｐ基処と歯周疾患処置（Ｐ処）は、
同一月内には算定できない取り扱いであ
るが、同一月内において、Ｐ基処を算定
した後、歯周疾患の急性症状が発現し、
症状の緩解を目的として歯周ポケット内
へ薬剤注入を行った場合の算定方法は。
Ａ23　この場合においては、Ｐ基処を算
定し、Ｐ処については、特定薬剤にかか
る費用のみの算定となります。

《歯科技工加算》
Ｑ24　新設された有床義歯修理にかかる
歯科技工加算は、破損した有床義歯にか
かる診察を行い、破損した義歯を患者か
ら預かった日から起算して２日以内にお
いて、院内技工士を活用して修理を行
い、装着した場合に算定することとなっ
ているが、休診日等のため、修理後の有
床義歯を装着するまでに、当該義歯を預
かった日から起算して３日以上を要した
場合は、歯科技工加算は算定できるか。
Ａ24　算定できません。歯科技工加算
は、破損した義歯を患者から預かった日
から起算して２日以内に装着した場合に
算定します。
Ｑ25　歯科技工士が修理する際、印象や
バイトは算定できるか。
Ａ25　必要なものは算定可能です。
Ｑ26　歯科技工加算の施設基準の届出
で、歯科技工室の平面図は設計図等の添
付でいいのか。院内掲示見本も必要か。
Ａ26　はい。保険医療機関内に歯科技工
室を有していることがわかる平面図また
は配置図等を添付します。院内掲示見本
も必要です。

《歯科矯正》
Ｑ27　歯科矯正診断料にかかる施設基準
の要件の一つに、１人以上の常勤歯科医
師が配置されていなければならないが、
歯科矯正治療の経験を５年以上有する歯
科医師と同一の歯科医師である場合は、
当該施設基準の届出書の「常勤の歯科医
師」欄と「歯科矯正を担当する専任の歯
科医師」欄には、当該歯科医師のみにつ
いて記載すればよいのか。
Ａ27　その通りです。

《明細書の発行》
Ｑ28　2010年４月現在、歯科診療所はレ
セプトの電子請求が義務化されていない
が、明細書発行の義務はあるのか。
Ａ28　歯科診療所は、2011年４月１日よ
り原則としてレセプトの電子請求が義務
化となり、全患者に対しての明細書無料
発行が義務となります。なお、電子請求
が義務化されたが、正当な理由に該当す
る診療所（明細書発行機能がないレセコ

は。
Ａ７　同部位の場合は、同一月に義管Ｂ
を算定し、新製義歯装着後に義管Ａを算
定できます。ただし、別部位の場合は義
管Ａのみの算定となります。義調は、義
歯管理料を算定した日以外において、月
２回を限度に算定します。

《歯科衛生実地指導料》
Ｑ８　歯科衛生実地指導料について、小
児患者または障害者である患者との意思
の疎通が困難な場合において、当該患者
のプラークチャートを用いたプラークの
付着状況を指摘し、当該患者に対するブ
ラッシングを観察した上で、当該患者の
保護者に対して療養上必要な指導を行っ
た場合に当該指導料は算定できるか。
Ａ８　算定できます。

《歯科訪問診療料》
Ｑ９　歯科訪問診療料１（830点）は、
在宅でも施設でも１人のみを診た場合
に、診療時間20分以上という時間要件が
加わったのか。
Ａ９　その通りです。
Ｑ10　歯科訪問診療料について、同一敷
地内または隣接地に棟が異なる建物が集
まったマンション群や公団住宅等は、そ
れぞれの建物を別の建物と扱うと考えて
よいか。
Ａ10　その通りです。
Ｑ11　歯科訪問診療料について、外観上
明らかに別建物であるが、渡り廊下のみ
で繋がっている場合は別建物として扱う
ものと考えてよいか。
Ａ11　その通りです。
Ｑ12　同一日に同一建物居住者に対して
歯科訪問診療を行った場合は、診療時間
により歯科訪問診療２または初診料、も
しくは再診料のいずれかの算定となる取
り扱いであるが、患者の都合等により、
当該同一建物居住者に対して、午前と午
後の２回に分けて訪問診療を行った場合
においては、いずれの患者についても、
歯科訪問診療２または初診料、もしくは
再診料のいずれかにより算定するものと
考えてよいか。
Ａ12　その通りです。
Ｑ13　在宅患者等急性歯科疾患対応加算
（急性対応）について、再診料に１回
目、２回目以降とあるが、再診１回目も
232点の加算ができると考えてよいか。
Ａ13　例えば外来で初診料を算定して、
後日入院となって、歯科訪問診療を行っ
た場合、急性対応加算の１回目が算定可
能です。診療時間20分未満の訪問診療時
に初再診料の急性対応加算を算定する場
合は、カルテに常時携行している切削器
具名を記載します。

《歯科疾患在宅療養管理料》
Ｑ14　新設された歯科疾患在宅療養管理
料（歯在管）は、歯科訪問診療料を算定

した患者であって、継続的な歯科疾患の
管理が必要な患者が対象となりますが、
この「歯科訪問診療料を算定した患者」
とは、同一初診期間中に歯科訪問診療料
を算定した患者か、または、歯在管を算
定する日に歯科訪問診療料を算定してい
る患者のいずれを指すのか。
Ａ14　同一初診期間中に歯科訪問診療料
を算定した患者を指します。
Ｑ15　歯在管は、在宅療養支援歯科診療
所（歯援診）の施設基準届出をしていな
い医療機関でも算定できるのか。
Ａ15　届出をしていない場合は月１回
130点を算定します。施設基準の届出を
している医療機関は、月１回140点と口
腔機能管理加算50点を算定します。
Ｑ16　患者に対する歯在管にかかる情報
提供文書と口腔機能管理加算にかかる情
報提供文書を同一の文書にまとめても差
し支えないか。
Ａ16　差し支えありません。
Ｑ17　歯在管については、３月に１回以
上、患者に対して文書により情報提供す
ることとなっているが、口腔機能管理加
算にかかる情報提供文書の取り扱いは。
Ａ17　口腔機能管理加算については、算
定ごとに文書による情報提供が必要とな
ります。

《混合歯列期歯周組織検査》
Ｑ18　混合歯列期歯周組織検査（Ｐ混
検）において、混合歯列期とは歯式で判
断するのか、年齢で判断するのか。検査
は必要があれば行うのか。Ｇ病名で検査
せずスケーリングは、歯管の算定ができ
ないのか。まれではあると思うが、混合
歯列期以前の乳歯列期のＧ病名でスケー
リングする場合の扱いは。
Ａ18　歯式で判断します。検査の必要性
については、状況によりご判断くださ
い。検査のない歯管は算定不可です。乳
歯列期のＧ病名については、混合歯列期
の患者に準じて取り扱う解釈ですが、状
況により判断いただきたいと考えます。
Ｑ19　Ｐ混検について、歯周基本検査お
よび歯周精密検査と同様に、１月以内に
歯周組織検査を２回以上行った場合は、
第２回目以降の検査は所定点数の100分
の50により算定する取り扱いとなるの
か。
Ａ19　その通りです。
Ｑ20　混合歯列期の患者について、患者
の口腔内の状態により、プロービング時
の出血の有無および歯周ポケット測定の
いずれの検査も行わず、プラークの付着
状況の検査等を行った場合において、歯
周組織検査を算定することは可能か。
Ａ20　算定できません。

《画像診断》
Ｑ21　新設された時間外緊急院内画像診
断加算は、地域において、休日診療の当
番医となっている歯科保険医療機関にお

《歯科疾患管理料》
Ｑ１　初診日が2010年３月である患者に
ついて、同月に歯科疾患管理料（歯管）
１回目を算定せず、初診日から起算して
１月以内の期間が同年４月に及ぶ場合、
歯管１回目を同年４月に算定する場合の
算定時期についての考え方は。
Ａ１　この場合においては、歯管１回目
は、2010年４月末日までに算定します。
Ｑ２　初診日が2010年３月である患者に
ついて、同月に歯管１回目を算定した場
合においては、歯管２回目の算定時期に
ついての考え方は。
Ａ２　この場合における歯管２回目の算
定については、継続的な歯科疾患の管理
が行われている場合は、初診日から起算
して１月を経過していない場合であって
も、同年４月に歯科疾患管理料（２回
目）を算定して差し支えありません。
Ｑ３　歯管は、「歯の欠損症のみを有す
る患者を除く」とされたが、ブリッジも
含まれることになると、歯管の病名につ
いてどう考えればよいか。
Ａ３　「欠損症のみ」とは、ＭＴ病名以
外全く他の病名がない場合と考えられま
す。欠損症のみで他の残存歯に病名がな
い場合は、算定できません。ただし、総
義歯で有床義歯を原因としない口腔粘膜
疾患等に対し、軟膏等薬剤による治療を
行っている場合は歯管を算定します。

《義歯管理》
Ｑ４　2010年３月に「新製有床義歯管理
料（義管Ａ）」 を算定した場合であっ
て、引き続き、義歯管理を行っている場
合の2010年４月以降における同一初診期
間中の義歯管理料の取り扱いは。
Ａ４　2010年４月および５月において
は、有床義歯管理料（義管Ｂ）を算定
し、６月から2011年２月までの期間は、
有床義歯長期管理料（義管Ｃ）を算定し
ます。
Ｑ５　2010年３月に新製有床義歯を装着
したが、同月に義管Ａを算定しない場合
において、2010年４月以降（同一初診期
間中）の義歯管理料を算定する場合の取
り扱いは。
Ａ５　2010年４月においては義管Ａを、
同年５月および６月には義管Ｂを、同年
７月から2011年３月までの期間において
は、義管Ｃを算定します。
Ｑ６　有床義歯調整管理料（義調）は、
義歯管理料と同日に算定できるか。
Ａ６　同日には算定できません。義調
は、同一月に義歯管理料を算定した患者
について、義歯管理料を算定した日以外
の日において、月２回を限度に算定しま
す。
Ｑ７　同一月において、有床義歯の新製
を前提に旧義歯の修理および義歯管理を
行った後に、有床義歯の新製を行った場
合における義歯管理料、義調の算定方法

〈歯科〉

新点数に関するＱＱ ＡＡ＆

 （４面に続く）
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〈診療報酬明細書〉

１．一般的事項
　入院中の患者（ＤＰＣ算定病棟に入院
している患者を除く）が、やむを得ず他
の保険医療機関の外来を受診した場合
は、外来診療を行った保険医療機関は、
レセプトの「摘要」欄に、「入院医療機
関名」、「当該患者の算定する入院料」、
「受診した理由」、「診療科」および「他
（受診日数：○日）」を記載する。

２．「再診」欄
ア．地域医療貢献加算を算定した場合
は、再診の項に当該加算を加算した点数
を記載し、「摘要」欄に 貢 と表示す
る。
イ．明細書発行体制等加算を算定した場
合は、再診の項に当該加算を加算した点
数を記載し、「摘要」欄に 明 と表示
する。

３．「医学管理」欄
ア．がん患者カウンセリング料を算定し
た場合は、 カウ と表示して所定点数
を記載する。
イ．心臓ペースメーカー指導管理料の導
入期加算を算定した場合は、 導入期

と表示し、ペースメーカー移植術を行っ
た日を、「イ．遠隔モニタリングによる
場合」を算定した場合は、直近の算定年
月を「摘要」欄に記載する。
ウ．地域連携小児夜間・休日診療料また
は地域連携夜間・休日診療料を算定した
場合は、地域小児または地域夜休と表示
して所定点数を記載する。地域連携小児

夜間・休日診療料の院内トリアージ加算
を算定した場合は トリ と表示して当
該加算を加算した点数を記載する。
エ．がん診療連携指導料、肝炎インター
フェロン治療計画料を算定した場合は、

がん指 、 肝計 と表示して所定点
数を記載する。
オ． 地域連携診療計画退院時指導料
（Ⅱ）を算定した場合は、 地連Ⅱ と
表示して、所定点数を記載すると共に、
「摘要」欄に地域連携診療計画退院時指
導料（Ⅰ）を算定した保険医療機関から
の退院日を記載する。
カ．診療情報提供料（Ⅰ）の認知症専門
医療機関連携加算、肝炎インターフェロ
ン治療連携加算を算定した場合は、当該
加算を加算した点数を記載し、併せて

情Ⅰ認連 、 情Ⅰ肝 と表示する。

４．「在宅」欄
ア．在宅患者訪問診療の項については、
「１」の同一建物居住者以外である患者
に対して訪問診療を行った場合は、「摘
要」欄に 在宅 と、「２」の同一建物
居住者である患者に対して訪問診療を行
った場合は、「摘要」欄に 同一 と表
示する。また、乳幼児加算または幼児加
算を算定した場合は、当該加算を加算し
た点数を記載し、「摘要」 欄に併せて

乳 または 幼 と表示する。
イ．在宅患者訪問診療の在宅ターミナル
ケア加算を算定した場合で、当該患者が
在宅以外で死亡した場合は、「摘要」欄
に死亡前24時間以内に行った訪問診療の
日時を記載する。
ウ．在宅時医学総合管理料または特定施
設入居時等医学総合管理料の在宅移行早

期加算を算定した場合は、初回の当該管
理料を算定した年月日を「摘要」欄に記
載し、その他の項に 在宅移行 と表示
して点数を記載する。
エ．在宅療養支援診療所または在宅療養
支援病院から、患者の紹介を受けて在宅
療養指導管理を行う場合は、「摘要」欄
に紹介元医療機関名と当該在宅療養指導
管理料を算定した理由を記載する。
オ．在宅小児低血糖症患者指導管理料を
算 定 し た 場 合 は、 そ の 他 の 項 に

在小血糖 と表示して所定点数を記載
する。また、血糖自己測定器加算を算定
した場合は、 注糖 と表示して当該加
算を加算した点数を記載し、「摘要」欄
に血糖自己測定の回数を記載する。
カ．在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料
を 算 定 し た 場 合 は、 そ の他の項に

難皮 と表示して点数を記載する。在
宅難治性皮膚疾患処置に用いる薬剤また
は特定保険医療材料を支給した場合は、
薬剤の項に総点数を記載し、「摘要」欄
に総支給量、薬剤の総点数、所定単位当
たりの薬剤名、支給量、支給日数、特定
保険医療材料の総点数、名称およびセッ
ト数等を記載する。

５．「投薬」欄
ア．特定疾患処方管理加算を算定した場
合に、隔日および漸増・減で投与する場
合はその旨を併せて「摘要」欄に記載す
る。

６．「処置」、「手術・麻酔」欄
ア．人工腎臓を算定した日を「摘要」欄
に記載する。透析液水質確保加算を算定
した場合は、「摘要」欄に 水 と表示

の上加算した点数を記載する。
イ．麻酔については、麻酔の種類、麻酔
日、回数および点数を記載する。

７．「画像診断」欄
ア． 画像診断の種類（撮影部位を含
む）、回数および点数を記載する。

８．「その他」欄
ア．処方せん料の特定疾患処方管理加算
を算定した場合に、隔日および漸増・減
で投与する場合は、その旨を併せて「摘
要」欄に記載する。
イ．精神科ショート・ケア、精神科デイ
・ケア、精神科ナイト・ケアまたは精神
科デイ・ナイト・ケア、重度認知症患者
デイ・ケア料の早期加算を算定する場合
は、「摘要」欄に 早 と表示し、最初
に当該療法を算定した年月日または精神
病床を退院した年月日を記載する。
ウ．認知療法・認知行動療法を算定した
場合は、初回の算定月日と一連の治療に
おける算定回数の合計を「摘要」欄に記
載する。

９．その他
　電子請求を行う医療機関については、
請求する各点数の算定日を記録して請求
する。ただし、2012年（平成24年）３月
診療分までの間は、その記録を省略する
ものとし、記載要領の各規定により「摘
要」欄に算定日を記載することとされて
いる点数については、「摘要」欄に算定
日を記載する。

《在宅医療》
〈在宅時医学総合管理料・
 特定施設入居時等医学総合管理料〉
Ｑ１　今回の改定で、訪問診療料等の
「居住系施設入居者等」の区分がなくな
ったが、在宅時医学総合管理料の「特定
施設入居者等」についても変更されたの
か。
Ａ１　「特定施設入居者等」の考え方は
変更されておらず、従来通りの取り扱い
です。
Ｑ２　「在宅移行早期加算」は、「退院
から１年を経過した患者には算定できな
い」とされているが、１年を経過後に再
度入院退院を繰り返す場合は、その都度
算定できるのか。
Ａ２　退院して在宅医療に移行した場合
は、その都度３月を限度に算定できま
す。
Ｑ３　退院した同月に再入院した場合で

も算定できるか。
Ａ３　再入院した場合でも、それまでに
算定要件を満たした場合は算定できま
す。
〈特定保険医療材料〉
Ｑ４　今回の改定で、「皮膚欠損用創傷
被覆材」が在宅医療（レセプトの⑭在宅
欄）で請求できるようになったのか。
Ａ４　「皮膚欠損用創傷被覆材」が請求
できるようになったのは、新設された
「在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料」
を算定する患者（表皮水泡症の患者）に
対して使用した場合のみで、「在宅寝た
きり患者処置指導管理」に伴う材料とし
ては従来通り請求できません。なお、訪
問診療時等に実施する処置の材料の場合
は算定できます。

《投薬》
〈処方せん様式・記載〉
Ｑ５　処方せんの様式が変更され、県番

号（28）、 点数表番号（医科１、 歯科
３）、医療機関コードの欄が設けられた
が、旧様式の処方せんは使用できないの
か。
Ａ５　９月30日までは、県番号、点数表
番号、医療機関コードは記載する必要は
なく、旧様式の処方せんを使用できま
す。なお、現在まで厚労省からは旧様式
の処方せんの取り扱いについては示され
ていません。
Ｑ６　処方せんの記載で、含量規格や剤
形が異なる後発品への変更を不可とした
い場合は、薬剤ごとにその旨を記載する
必要があるか。
Ａ６　薬剤ごとの記載でも、「変更不
可」欄への記載でも、どちらでも可能で
す。

《リハビリテーション》
Ｑ７　疾患別リハビリテーションの専従
の従事者は、他の業務は行えないのか。

Ａ７　従来通り、専従の従事者であって
も、心大血管リハビリテーションを除い
て、リハビリテーションの実施日・実施
時間が医療機関の所定労働時間に満たな
い場合は、実施時間以外は他の業務を行
うことができます。

《精神科専門療法》
〈認知療法・認知行動療法〉
Ｑ８　精神科を標榜していない医療機関
でも算定できるのか。
Ａ８　算定要件を満たせば、精神科標榜
以外の医療機関でも算定できます。
Ｑ９　通院・在宅精神療法と同一日に算
定できるか。
Ａ９　認知療法・認知行動療法と他の精
神科専門療法は同一日にあわせて算定で
きません。

《処置》
〈留置カテーテル設置〉
Ｑ10　留置カテーテル設置時に使用する
注射用蒸留水または生理食塩水等の費用
は、所定点数に含まれることが明記され
たが、設置の際の膀胱洗浄に使用する生
理食塩水等も算定できないのか。
Ａ10　膀胱洗浄に使用する生理食塩水等
は別に算定できます。

レセプト記載要領の変更点レセプト記載要領の変更点
（医科・入院外の主な変更点のみ記載）（医科・入院外の主な変更点のみ記載）

ＱＱ ＡＡ〈医科〉
新点数に関する ＆ （その３）
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事
業
税
非
課
税
は

医
業
公
益
性
の
要

　

協
会
は
３
月
27
日
、
医
院
経

営
研
究
会
を
開
催
し
、
21
人
が

参
加
し
た
。
参
加
者
の
感
想
文

を
紹
介
す
る
。

　

医
院
経
営
研
究
会
第
２
９
８

回
例
会
の
「
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト

で
魅
せ
る
」
と
題
し
た
講
習
会

が
、
３
月
27
日
に
パ
ソ
コ
ン
総

合
カ
レ
ッ
ジ
ｎ
ｏ
ａ
三
宮
校
で

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

21
人
の
参
加
者
の
ほ
と
ん
ど

は
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
未
経
験
で

し
た
が
、
講
師
と
ア
シ
ス
タ
ン

ト
の
指
導
よ
ろ
し

き
を
得
て
、
①
ス

ラ
イ
ド
の
構
成
、

②
文
章
の
作
成
編

集
、
③
ワ
ー
ド
ア

ー
ト
を
用
い
た
タ

イ
ト
ル
作
成
、
④

イ
ラ
ス
ト
や
図
表

の
挿
入
、
⑤
オ
ー

ト
シ
ェ
イ
プ
を
用

い
た
図
解
表
現
、

⑥
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ

ン
な
ど
特
殊
効
果

の
設
定
等
々
を
次

々
に
学
習
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
各
自
試
作
し
て
み

る
時
間
が
与
え
ら
れ
、「
私
の

住
む
町　

灘
区
」
と
題
す
る
関

先
生
の
作
品
の
発
表
が
あ
り
ま

し
た
が
、
そ
の
出
来
栄
え
の
良

さ
に
一
同
感
心
し
ま
し
た
。

　

日
ご
ろ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

ラ
ジ
オ
と
辞
書
代
わ
り
の
検
索

し
か
使
用
し
て
い
な
い
パ
ソ
コ

ン
ビ
ギ
ナ
ー
の
私
に
は
、
ブ
ラ

イ
ン
ド
タ
ッ
チ
で
キ
ー
ボ
ー
ド

を
叩
く
周
り
の
音
に
、
焦
り
な

が
ら
の
参
加
で
し
た
が
、
画
面

が
変
幻
自
在
に
動
く
楽
し
さ

で
、
ア
ッ
と
い
う
間
の
４
時
間

で
し
た
。
講
演
会
で
パ
ワ
ー
ポ

イ
ン
ト
を
駆
使
し
て
話
を
さ
れ

る
講
師
の
カ
ッ
コ
よ
さ
の
秘
訣

（
ひ
け
つ
）
を
垣
間
見
た
思
い

で
す
。

　

や
さ
し
く
教
え
て
く
だ
さ
っ

た
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
の
桑
原

先
生
と
、
こ
の
企
画
を
し
て
く

だ
さ
っ
た
ス
タ
ッ
フ
の
方
々
に

感
謝
い
た
し
ま
す
。

 

【
灘
区　

住
友　

直
幹
】

＝Conjunctivitis　結膜炎＝
Docto r：Wha t s e em s t o b e y o u r 
daughter's problem? 
医師：娘さんはどうなさいましたか。
Mother：I've brought my daughter for 
her red eyes① and swollen eyelids.② She 
also has some discharge.③

母親： 娘に目の充血、腫れと目やにがあ
り、連れてきました。
She's been rubbing④　her eyes yesterday 
afternoon.
彼女は昨日午後から目をこすっていまし
た。
Dr.: Okay then. Will you sit on this chair 
and hold⑤ your daughter on your lap⑥?
医師：では、娘さんを膝に抱いて、この椅
子に腰をかけてください。
Dr. : There's nothing to worry about 
darling.⑦

医師：お嬢ちゃん、ちっとも怖いことはな
いよ。
Let's look at each other, all right?
先生と一緒に、にらみっこをしましょう
ヨ。
I'll pull my lower lid down like this. Can 
you do that? 
先生がこのようにアッカンベーをします
よ。アッカンベーできるかな。

(The doctor is watching her lower eyelid 
with a penlight while she is pulling it 
down.)
（先生は彼女がアッカンベーをしている間
にペンライトで下瞼（まぶた）を照らして
見ている）
But you don't have to stick your tongue 
out, thank you.
（アッカンベーで）舌を出さなくてもいい
のよ。
(The doctor explains her findings to the 
mother.)
（医師が女児の所見を説明する）
Dr.: She has acute conjunctivitis,⑧ an 
infection⑨ of her eyelids and a mucosal 
memb r ane⑩ wh i c h c au s e s p a i n and 
swelling.
医師：急性結膜炎です。瞼の粘膜の感染症
で痛みと腫れをきたしています。
I'll prescribe you some eye drops.⑪

目薬を出しましょう。

①red eyes：（目の）充血
②swollen eyelids：瞼が腫れた
③discharge：目やに
④rubbing：擦る
⑤hold：抱く
⑥lap：膝
⑦ darling：（幼児に呼びかけ）お嬢ちゃん
⑧conjunctivitis： 結膜炎
⑨infection：感染
⑩mucosal membrane：粘膜  
⑪eye drops：目薬
 【西宮市　坂尾　福光】
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医
院
経
営
研
究
会
・
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト

医
院
経
営
研
究
会
・
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト

初
め
て
の
作
成
を
楽
し
く

感想文

他の医師賠償責任保険に
ご加入でない先生方へ。

協会の「休業保障制度」にご加入いただけ
ない方や、上乗せ補償をご希望の方へ。

うつ病等の精神障害、認知症による就業不能
も補償／入院による就業不能は１日目から補償
／自宅療養（５日目から補償）、代診もＯＫ／
連続休業は最長２年補償／再発の場合も含め
て通算1000日まで補償／地震などの天災によ
るケガも補償／協会「休業保障制度」や医療保
険、公的保険制度の給付に関係なくお支払い

・医療上の事故、医療施設
 の事故を補償

（毎月加入受付）

医師賠償
 責任保険
医師賠償
 責任保険
医師賠償
 責任保険
医師賠償
 責任保険

所得補償保険所得補償保険所得補償保険所得補償保険
万一のためのコストは安さが魅力！

■ 団体保険だから断然安い保険料
■ 毎年決算剰余金を配当
　 今年度配当は50％、16年連続配当
■ 最高5000万円の高額保障
■ 配偶者1000万円のセット加入あり
■ いつでも増額･減額できます
■ 面倒な医師による診査は不要

● 月　払：１口１万円～（通算 30 口まで）
● 一時払：１口50万円～（毎回 40 口まで）

公的保障の乏しい医師・歯科医師の
老後設計に最適です

＜拠出型企業年金保険＞

急な出費にも１口単位で解約可
能／払込が困難なときは掛金中
断、余裕ができたら掛金再開／
年金受給時には10年・15年定額、
15年・20年逓増年金から選択、
または一括受取／万一の時はご
遺族に全額給付

自
在
性
が
魅
力

グループ保険グループ保険グループ保険グループ保険 保険医年金保険医年金保険医年金保険医年金

春の共済制度普及 好評受付中春の共済制度普及 好評受付中！！ お問合せは共済部までお問合せは共済部まで　　��078‒393‒1805078‒393‒1805

マイクロスコープを用いたマイクロスコープを用いた
審美修復治療審美修復治療

日　時　５月９日（日）　14時～17時
会　場　協会会議室
講　師　奈良県橿原市・松川歯科医院院長
 　松川敏久先生
定　員　120人（事前申込順）

お問い合わせは、お問い合わせは、
　☎078―393―1809 岡林まで　☎078―393―1809 岡林まで

歯科定例研究会歯科定例研究会
初級歯科助手講座初級歯科助手講座

日　時　５月23日（日）　10時～17時
会　場　協会会議室
内　容　歯と口腔の基礎知識、院内
感染対策の基礎知識、受付業務・レ
セプトの流れ、接遇研修
参加費　6000円
 （テキスト･資料･弁当･飲物代含む）
定　員　70人
※１日参加者には「修了証」進呈

お問い合わせは、お問い合わせは、
　☎078―393―1809 本田まで　☎078―393―1809 本田まで

講師の指示を受けながら、パソコンを操作

　

現
在
、
医
療
機
関
の
社
会
保

険
診
療
報
酬
に
か
か
る
事
業
税

は
、
特
別
措
置
に
よ
り
非
課
税

と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
政

権
交
代
後
、
民
主
党
の
税
制
調

査
会
に
お
い
て
こ
の
非
課
税
措

置
の
廃
止
が
俎
上
（
そ
じ
ょ

う
）
に
載
せ
ら
れ
た
。

　

協
会
・
保
団
連
や
医
師
会
な

ど
の
運
動
に
よ
り
、「
拙
速
な

議
論
は
大
き
な
混
乱
を
も
た
ら

す
。
来
年
１
年
程
度
の
集
中
期

間
を
設
け
、
実
質
的
な
討
議
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
」（
小
川

総
務
政
務
官
）
と
し
て
当
面
先

送
り
と
な
っ
た
が
、
廃
止
に
向

け
た
動
き
は
予
断
を
許
さ
な

い
。

　

そ
も
そ
も
事
業
税
の
前
身
は

「
営
業
税
」
で
、
本
来
、
資
本

収
益
に
対
す
る
課
税
と
い
う
性

格
を
も
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
医
業
は
営
利

性
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
ば
か
り

か
、
応
召
義
務
が
あ
る
た
め
正

当
な
理
由
な
く
治
療
を
拒
否
す

る
こ
と
が
で
き
ず
、
社
会
保
険

診
療
報
酬
も
公
に
定
め
ら
れ
て

い
る
な
ど
、
他
の
事
業
と
は
明

ら
か
に
異
な
る
性
質
を
持
っ
て

い
る
。

　

こ
れ
は
、
日
々
の
診
療
の
み

い
て
、
マ
ス
コ
ミ
は
「
開
業
医

の
優
遇　

10
年
度
も
存
続
」

（
朝
日
新
聞
11
月
27
日
）
な
ど

と
揶
揄
（
や
ゆ
）
し
た
。
し
か

し
、
本
措
置
を
廃
止
し
、
社
会

保
険
診
療
報
酬
に
も
事
業
税
を

課
す
べ
き
と
の
主
張
は
、
社
会

保
険
診
療
を
資
本
収
益
活
動
と

増
税
、
ま
た
一
歯
科
診
療
所
で

年
間
37
・
８
万
円
の
増
税
（
医

科
・
歯
科
全
体
で
１
１
０
０
億

円
の
増
税
）
に
な
る
と
の
試
算

も
あ
る
。

　

本
措
置
が
廃
止
さ
れ
れ
ば

「
医
療
崩
壊
」
は
ま
す
ま
す
加

速
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
。
事
業
税
非
課
税
措
置

は
、
地
域
医
療
を
守
り
、
医
療

機
関
が
充
実
し
た
医
療
を
行
う

こ
と
で
、
医
業
の
公
益
性
を
発

揮
し
て
い
く
た
め
の
税
制
上
の

要
と
い
え
る
。

　

協
会
は
事
業
税
非
課
税
措
置

の
廃
止
の
動
き
に
強
く
反
対
す

る
も
の
で
あ
り
、
今
後
も
本
措

置
の
存
続
を
求
め
る
声
を
上
げ

て
い
く
。
会
員
の
先
生
方
の
ご

協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
た

い
。

税
務
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阪神地区からみた観光地の風土病
（特に日本紅斑熱について）

洲本市・こだまクリニック　 児玉　和也

はじめに
　わが国で見られるrickettsiosis（リケ
ッチア感染症）は恙虫（ツツガムシ）
病、日本紅斑熱、Ｑ熱が知られている
（表）。新型ツツガムシ病は日本全国で
その発生が見られているが、1984年に徳
島県で発見された日本紅斑熱は好発地が
限定しており、病原菌であるRickettsia 
japonicaのベクターであるマダニの繁殖
地が、多くは山林地帯であるため、都会
の医療機関で患者を診る機会は少ない。
Rickettsia japonicaは紅斑熱群に属する
リケッチアであるが、ロッキー山紅斑熱
と変わらない致死率を有するとの報告も
あり、リケッチア症としてよく知られる
ツツガムシ病とは、発熱、発疹、刺し口
の主要３兆候は同様に見られることが多
いが、治療反応性などいくつかの違いが
指摘されるようになってきた。
　感染から発症までの潜伏期間を考慮す
ると、阪神地区からの観光客が日本紅斑
熱の好発地区である和歌山、淡路島、伊
勢志摩などの観光地にて感染し、阪神地
区に帰ってから発症しているケースのあ
る可能性は高いと考えられる。日本紅斑
熱の診断は、まず有熱性の発疹患者を診
た際に鑑別にあげられなければ不可能で
あることから、症例呈示とともにツツガ
ムシ病との相違について述べてみたい。

ツツガムシ病との相違
　ツツガムシ病が日本全国で冬期に多く
発生しているのに比し、日本紅斑熱は太
平洋側の温暖な地域で夏期に多く発生す
る。日本紅斑熱の発疹を診た皮膚科専門
医は、自身の経験上、中毒疹と診断され
ることが多い。発症から治療開始までに
６日以上経過したケースで重症化するこ
とが多く、死亡例ではMOF（多臓器不
全）の状態で搬送されて入院後１～２日
で亡くなることがほとんどである。軽症
例はテトラサイクリン系抗生剤で軽快す
るが、治療反応性はツツガムシ病が24時
間以内にほとんどが解熱するのに比べ、
日本紅斑熱は４～５日を要することが多
く、小児と成人でも反応性が異なるとの
報告がなされている。重症化例ではサイ
トカインストームを来しており、可溶性
IL-2receptorが10,000∪/ml以上の場合、
ステロイドの短期併用療法が奏功する。
　日本紅斑熱の軽症例では、発熱にて外
来を受診、NSAID（非ステロイド性抗炎症
薬）とセフェム系抗生剤を処方されるも、
翌日くらいに全身に発疹が出現し薬疹を
疑われ、病院に紹介され、日本紅斑熱の
診断経験のある医師の診察を受ければ、
特徴的な皮疹からリケッチア感染症と診
断され、テトラサイクリンの内服通院治
療で４日ほどで解熱し軽快するといった
経過をとる場合がしばしば見られる。

日本紅斑熱の重症例
　重症例を提示する。
　症例は49歳、男性、主訴は発熱、発
疹、意識障害。既往歴に特記すべきこと
なし。平成12年６月１日より発熱、全身

筋肉痛が出現、６月３日全身に皮疹が出
現し、６月６日全身倦怠感が強くなった
ため近医を受診し入院となった。ウイル
ス感染症を疑われ加療を受けていたが、
６月９日には黄疸、腎不全、意識障害が
出現し、多臓器不全の診断にて、６月10
日に地元の公立病院に転院となった。体
温38.4℃、 血圧79/54mmHg、 脈拍144/
min、球結膜に黄疸あり。全身皮膚に紅
斑あり。白血球数14,600、赤血球数420
万、血小板数3.1万、BUN64.6、Cr8.9、
GOT168、GPT144、T.bil5.0、CRP24.4、
FDP49、D-dimer28、臨床経過（図１）。
サイトカインストームによる多臓器不全
に対して、mPSL500㎎の投与を１回行っ
てリンパ球の異常活性化を抑えるととも
に臨床症状、夏季であり好発地域でもあ
ったことから日本紅斑熱と診断し、直ち
にminocyclineの投与を開始すると同時
に、急性腎不全に対し血液透析を開始し
た。ｍPSLの投与によって速やかに解熱
傾向が得られ、10回の血液透析と全身管
理によって救命し独歩退院となった。

世界初の死亡例
　日本紅斑熱の世界初の死亡例を提示す
る。
　症例は72歳、男性、既往歴に特記すべ
きことなし。生来健康であったが、数日
前お盆に備え墓そうじを行い、平成13年
７月13日より発熱、全身倦怠を訴えるよ
うになり、７月16日に高熱と全身の発疹
に気づき同日近医を受診し入院になっ
た。入院時白血球数5,300、血小板数10.2
万、CRP7.2㎎/dl。急性ウイルス感染症
および２次感染を疑われcefpiromeの投
与を開始されるも、発熱は持続し７月20
日全身状態悪化し、白血球数2,300、血
小板数0.9万、CRP25.1㎎/dlとなりDICを
疑われ、gabexate mesilate1,000㎎/日を
開始されるとともに、濃厚血小板15単位
の輸血を施行されるもMOF状態にな
り、地元の公立病院救急外来に同日午後
11：30に搬送された。
　入院時意識レベルⅠ-3、四肢末梢チア
ノーゼあり、胸部Ｘ線にて肺野に異常な
し。血液ガスpH7.232、BE-8.4、FDP110、
D-dimer64、sodium bicarbonateの点滴を
開始するとともに、Ｏ２投与を行うもSp
Ｏ２測定不可。気管内挿管を行うも来院
２時間後に意識レベルⅢ-300となり、搬
送より5.5時間後に死亡された。来院時
の血液よりPCR法にてrickettsia japonica
が検出され（図２）、lane５がrickettsia 
japonica specific primer）、世界初の日本
紅斑熱での死亡例と診断された。

　日本紅斑熱の中等症例において、ステ
ロイド非使用例19例のminocyclneでの治
療開始後、入院していて監視検温のでき
た19例における37℃以下までの解熱に要
した時間は111.4時間で、治療開始後24
時間以内にほとんどが解熱するツツガム
シ病とは治療反応性が著しく異なった。
Isozyme MM型のCK上昇（筋炎）を66％
に 認 め た。DIC、MOF、 髄 膜 脳 炎、
ARDSなどの臓器不全を合併した重症例

では、有意に発症から治療開始までの期
間が６日以上を要しており、診断の遅れ
が重症化の要因と考えられた。

おわりに
　今後、地球温暖化にともなって、ダニ
媒介感染症はさらに増加してくる可能性
が高く、現在のリケッチア感染症の好発
地域を考慮すると、観光地でダニで媒介

されたrickettsiaに感染し、数日の潜伏期
を経て観光客が都会で発症した場合、発
疹性発熱疾患の鑑別にrickettsiosisが念
頭になければ、原因不明のMOFとして
死亡するケースがでてくる可能性もあ
り、従来の好発地域における風土病とし
てではなく、広く認知されるべき致死的
発疹性発熱疾患としての認識が必要と考
えられる。

図１　臨床経過

図２　患者blood clotからのPCR法によるR.japonicaの検出

表　リケッチア感染症

審査･指導相談日 ●５月13日（木）15時～
●協会５階会議室

※医科は事前予約制 ☎078－393－1803まで　歯科は随時 ☎078－393－1809まで
※ 「指導通知」 が届いたら、 まず保険医協会にご連絡ください。 
※ 『月刊保団連』 同封の 「保険審査相談用紙」 をご利用ください。 


